
別表第１号～別表第４号 内容省略（内容は係員におたずねください。） 

 

別表第１号 地方交通線の線名及び区間 

別表第２号 イ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額（幹線内相

互発着となる場合） 

別表第２号 イの２ 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額 

別表第２号 イの３ 九州旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額 

別表第２号 イの４ 地方交通線の営業キロの区間 

別表第２号 イの５ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額（地方交通

線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ロ 大人通勤定期旅客運賃（幹線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ロの２ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃（幹線内相互発

着となる場合） 

別表第２号 ロの３ 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃 

別表第２号 ロの４ 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額（地方交

通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ロの５ 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額（幹線と

地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ロの６ 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃 

別表第２号 ロの７ 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額（地方交

通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ロの８ 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額（幹線と

地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ハ 大人通勤定期旅客運賃（地方交通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ハの２ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃（地方交通線内

相互発着となる場合） 

別表第２号 ニ 大人通学定期旅客運賃（幹線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの２ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃（幹線内相互発

着となる場合） 

別表第２号 ニの３ 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃（幹線内相

互発着となる場合） 

別表第２号 ニの４ 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃（幹線内相

互発着となる場合） 

別表第２号 ニの５ 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃（幹線内相

互発着となる場合） 

別表第２号 ニの６ 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃 

別表第２号 ニの７ 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額（地方交

通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの８ 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額（幹線と

地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ニの９ 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃 
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別表第２号 ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額（地

方交通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額（幹

線と地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃 

別表第２号 ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額（地

方交通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額（幹

線と地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額（幹

線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額（地

方交通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額（幹

線と地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ニの18 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃 

別表第２号 ニの19 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額（地方交

通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの20 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額（幹線と

地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ニの21 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃 

別表第２号 ニの22 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額（地

方交通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの23 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額（幹

線と地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ニの24 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃 

別表第２号 ニの25 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額（地

方交通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ニの26 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額（幹

線と地方交通線を連続して乗車する場合） 

別表第２号 ホ 大人通学定期旅客運賃（地方交通線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ホの２ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃（地方交通線内

相互発着となる場合） 

別表第２号 ホの３ 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃（地方交通

線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ホの４ 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃（地方交通

線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ホの５ 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃（地方交通

線内相互発着となる場合） 

別表第２号 ヘ 大人特別車両定期旅客運賃（電車特定区間内相互発着となる場合を

除く。） 
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別表第２号 ト 大人特別車両定期旅客運賃（電車特定区間内相互発着となる場合で

東京山手線内相互発着となる場合を除く。） 

別表第２号 トの２ 大人特別車両定期旅客運賃（東京山手線内相互発着となる場合） 

別表第２号 チ 削除 

別表第２号 リ 削除 

別表第２号 ヌ 小児通勤定期旅客運賃（幹線内相互発着となる場合） （特定額） 

別表第２号 ル 小児通勤定期旅客運賃（地方交通線内相互発着となる場合） （特

定額） 

別表第２号 ヲ 大人通勤定期旅客運賃（東京山手線内及び大阪環状線内相互発着と

なる場合） （特定額） 

別表第２号 ワ 大人通学定期旅客運賃（東京山手線内及び大阪環状線内相互発着と

なる場合） （特定額） 

別表第２号 カ 小児通勤定期旅客運賃（東京山手線内及び大阪環状線内相互発着と

なる場合） （特定額） 

別表第２号 ヨ 大人通勤定期旅客運賃（電車特定区間内相互発着となる場合で東京

山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。） （特定

額） 

別表第２号 タ 大人通学定期旅客運賃（電車特定区間内相互発着となる場合で東京

山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。） （特定

額） 

別表第２号 レ 小児通勤定期旅客運賃（電車特定区間内相互発着となる場合で東京

山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。）（特定額） 

別表第２号 ソ 削除 

別表第２号 ツ 新幹線指定席特急料金 

別表第２号 ネ 新幹線指定席特急料金 

別表第２号 ナ 新幹線指定席特急料金 

別表第２号 ラ 新幹線指定席特急料金 

別表第２号 ム 新幹線指定席特急料金 

別表第２号 ウ 新幹線指定席特急料金 

別表第２号の２ 行程表又は席番表 

別表第３号 （指定席券の様式） 

別表第４号 危険品 
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